
�愛媛県告示第７４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

宮 内 さゆり 宮 内 さゆり 伊予郡松前町大字筒井１２６０
番地 江川団地４１７号

平成２５年
５月２２日

�������
�愛媛県告示第７５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

永井歯科医院 永 井 一 臣 八幡浜市１４７５－９ 平成２５年
５月２１日

尾 上 内 科 尾 上 豊 明 八幡浜市郷４番耕地３５８
－８

平成２５年
５月２８日
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�愛媛県告示第７５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

辞 退

年 月 日

さおの森歯科ク
リニック 長 野 寛 志 四国中央市妻鳥町２０９９－

１５
平成２５年
７月１日
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�愛媛県告示第７５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（地域包括支援センター）を次のように指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

たんぽぽ薬局株式会社 岐阜県岐阜市若宮町九丁目１６
番地 たんぽぽ薬局宇和島店 宇和島市丸之内２－１－５ 平成２５年５月１日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局近見店 今治市近見町二丁目甲３２－１ 平成２５年５月２９日

株式会社あけぼの 宇和島市丸穂町一丁目１番５３
号 ヘルパーステーションあいか 宇和島市高串２番耕地１９１番

地１ 平成２５年６月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社春風 宇和島市和霊町１５３４番地３ 指定居宅介護支援事業所春風 宇和島市和霊町１５３４番地３ 平成２５年５月１５日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

たんぽぽ薬局株式会社 岐阜県岐阜市若宮町九丁目１６
番地 たんぽぽ薬局宇和島店 宇和島市丸之内２－１－５ 平成２５年５月１日

社会福祉法人回生会 西条市飯岡３３８３番地 ヘルパーステーション福武荘 西条市飯岡３３８１番地２ 平成２５年５月２１日

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局近見店 今治市近見町二丁目甲３２－１ 平成２５年５月２９日

株式会社あけぼの 宇和島市丸穂町一丁目１番５３
号 ヘルパーステーションあいか 宇和島市高串２番耕地１９１番

地１ 平成２５年６月１日

介 護 機 関 （ 地 域
包 括 支 援 セ ン タ ー ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人順天会 今治市北日吉町一丁目１０番５０
号

今治市地域包括支援センター
日吉・近見

今治市北日吉町一丁目１０番２０
号 平成２５年４月１日
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�愛媛県告示第７５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように休止した旨の届出があった。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第２項の規定により指定した介護機関（居宅介護支

援事業者）を次のように再開した旨の届出があった。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１

（変更後）
デイサービスいこっと

八幡浜市保内町宮内１番耕地
３２４番地 平成２５年５月１５日

（変更前）
デイサービスセンターアクティ
ブ保内

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社早蕨 八幡浜市日土町１番耕地２５６
番地 居宅介護支援事業所さわらび 八幡浜市日土町１番耕地２５６

番地 平成２５年６月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

再開に係る居宅介護支援事業を行う事業所
再 開 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１

デイサービスセンターアクティ
ブ保内

八幡浜市保内町宮内１番耕地
３２４番地 平成２５年５月１５日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 ライフリハデイサービスあったか 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１７１番地２ 平成２５年５月１日 通所介護

社会福祉法人砥部寿会 ヘルパーステーションあったか 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１７１番地２ 平成２５年５月１日 訪問介護

株式会社みずき ヘルパーステーションみずき 愛媛県宇和島市川内甲９５７番地４ 平成２５年５月１日 訪問介護

株式会社夢と希望の会 デイサービス新谷の家 愛媛県大洲市新谷甲３１８番地 平成２５年５月１日 通所介護

株式会社ケイズ 訪問介護あすなろ北内 愛媛県新居浜市北内町一丁目２番２６号 平成２５年５月１日 訪問介護
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�愛媛県告示第７６０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社ケイズ あすなろ北内チヨの里 愛媛県新居浜市北内町一丁目２番２６号 平成２５年５月１日 通所介護

有限会社エディア スポーツデイ歩風里ふるみつ 愛媛県松山市古三津２丁目８番１３号 平成２５年５月１７日 通所介護

社会福祉法人光明会 せせらぎ短期入所生活介護事業所 愛媛県西条市大町７３６番地１ 平成２５年５月２７日 短期入所生活介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社夢と希望の会 居宅介護支援事業所夢と希望 愛媛県大洲市新谷甲３１８番地 平成２５年５月１日 居宅介護支援

医療法人弘仁会 ケアプランセンター共立病院 愛媛県西条市三津屋南９番１０ 平成２５年５月１日 居宅介護支援

合同会社春風 指定居宅介護支援事業所春風 愛媛県宇和島市和霊町１５３４番地３ 平成２５年５月１５日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 ライフリハデイサービスあったか 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１７１番地２ 平成２５年５月１日 介護予防通所介護

社会福祉法人砥部寿会 ヘルパーステーションあったか 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１７１番地２ 平成２５年５月１日 介護予防訪問介護

株式会社みずき ヘルパーステーションみずき 愛媛県宇和島市川内甲９５７番地４ 平成２５年５月１日 介護予防訪問介護

株式会社夢と希望の会 デイサービス新谷の家 愛媛県大洲市新谷甲３１８番地 平成２５年５月１日 介護予防通所介護

株式会社ケイズ 訪問介護あすなろ北内 愛媛県新居浜市北内町一丁目２番２６号 平成２５年５月１日 介護予防訪問介護

株式会社ケイズ あすなろ北内チヨの里 愛媛県新居浜市北内町一丁目２番２６号 平成２５年５月１日 介護予防通所介護

有限会社エディア スポーツディ歩風里ふるみつ 愛媛県松山市古三津２丁目８番１３号 平成２５年５月１７日 介護予防通所介護

社会福祉法人光明会 せせらぎ短期入所生活介護事業所 愛媛県西条市大町７３６番地１ 平成２５年５月２７日 介護予防短期入所
生活介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人恕風会 介護老人保健施設ひまわり 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 平成２５年５月３１日 訪問リハビリテー
ション
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�愛媛県告示第７６３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７６５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

伊予市両澤字大山乙４３から乙４５まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大山乙４３から乙４５まで（以上３筆について次の図に示す

部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７６６号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２５年４月愛媛県告示第４７６

号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を

久万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨

を告示する。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡久万高原町柳井
川字稲村８５６２、８５６３

上浮穴郡柳谷村大字柳井川８８８６
番地
亀 井 巖

森林所有者

上浮穴郡久万高原町柳井
川字稲村８５６４

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１８９８
番地
永 井 竹 次

〃

上浮穴郡久万高原町西谷
字名荷２５

伊予市双海町高岸甲１２１１番地
１
藤 田 伊勢松

〃

医療法人恕風会 介護老人保健施設長浜ひまわり 愛媛県大洲市柴甲１４２２番地３ 平成２５年５月３１日 訪問リハビリテー
ション

医療法人社団栗整形外科病院 デイサービスどんぐり 愛媛県四国中央市中之庄町４０２番地５ 平成２５年５月３１日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人恕風会 介護老人保健施設ひまわり 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 平成２５年５月３１日 介護予防訪問リハ
ビリテーション

医療法人恕風会 介護老人保健施設長浜ひまわり 愛媛県大洲市柴甲１４２２番地３ 平成２５年５月３１日 介護予防訪問リハ
ビリテーション

医療法人社団栗整形外科病院 デイサービスどんぐり 愛媛県四国中央市中之庄町４０２番地５ 平成２５年５月３１日 介護予防通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人亀天会 今治丁亥居宅介護支援事業所 愛媛県今治市高部乙１２９番地６ 平成２５年５月１日 居宅介護支援
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上浮穴郡久万高原町西谷
字名荷２６

上浮穴郡柳谷村大字西谷甲９４４
番地
藤 岡 吉 藏

〃

上浮穴郡久万高原町西谷
字名荷１３２、４２３

栃木県宇都宮市豊郷台二丁目
１７番地１９
池 内 幸 一

〃

上浮穴郡久万高原町西谷
字名荷１３３３、１３３５

北宇和郡広見町大字中野川５６７
番地
藤 岡 利 光

〃

上浮穴郡久万高原町西谷
字本谷１２３２７

大阪府堺市深井水池町４６１番
地２４
古 山 司

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字本村１５１２、１５１３

松山市正円寺四丁目９番３１号
正 岡 成一郎 〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字本村１５１４から１５１７ま
で、１５２３から１５２９まで

上浮穴郡柳谷村大字柳井川イ
２９番戸
小 坂 鶴五郎

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字本村３２９９、３３００の１、
３３００の２

上浮穴郡柳谷村大字柳井川２５００
番地
高 岸 勝 繁

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字永野３９９２

上浮穴郡柳谷村大字柳井川２６９５
番地１
久 保 桂 藏

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６４７９

上浮穴郡柳谷村大字柳井川５１１８
番地２
片 岡 道 弘

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５４６

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１９４０
番地
鉾 石 友 義

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５５７

�知縣�岡郡別府村別枝１５４２
番地
吉 村 作 弥

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５６０、６５７１

�知縣�岡郡別府村別枝１３８０
番地
小 野 菊 弥

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５６５、６６５３

高知県高岡郡別府村別枝１４０４
番地
藤 崎 眞 實

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５６６から６５７０ま
で

�知縣�岡郡別府村別枝１２５
番屋敷
北 添 菊 弥

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５７３、６５８１

高知県高岡郡仁淀村別枝１３８１
番地
吉 村 千 鶴

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５７４から６５７８ま
で、６５８８、６６１２

上浮穴郡柳谷村大字柳井川５８６６
番地
大 野 萬 吉

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５８０

�知縣�岡郡別府村別枝１２２
番屋敷
中 添 庄太郎

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５９１、６５９６

上浮穴郡柳谷村大字柳井川５０２２
番地
倉 橋 道 直

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５９３

松山市山越二丁目２２番地
久 原 トヨ子 〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６５９９、６６００

上浮穴郡柳谷村大字柳井川４２００
番地
岡 村 盛

〃

上浮穴郡久万高原町柳井
川字川下６６０８

上浮穴郡柳谷村大字柳井川５８６６
番地
大 野 久壽栄

〃

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び久万

高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第７６７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年６月２５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

八第
２７号

八幡浜市松柏丙６５４番地 愛媛県立八幡浜高等学校
ＰＴＡ会長 泉 俊 也

八幡浜市松柏丙６５４番地
愛媛県立八幡浜高等学校内

平成２５年５月１３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第１５号

平成２５年６月１３日
伊予郡松前町大字昌農内字天王６４５番３、６４５番４

伊予郡松前町大字西古泉１４０番地１

ブライムＪ１０７号

平 井 志 郎
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�愛媛県告示第７６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年６月２５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成２５年６月１７日あったので公表する。

平成２５年６月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２５年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２５年７月１日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

�公表第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２５年６月２５日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第１６号

平成２５年６月１３日
伊予市上吾川字横内甲１２６５番５

松山市空港通２丁目９番２１号

フォブールトロワ白石３０３号

福 岡 淳

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月７日 特定非営利活動法人サポートセ
ンター虹 野 本 義 則 松山市福角町甲１３０２番地１ この法人は、知的障害のある人（以下、「障害

者」という。）とその家族が中心となり、介助
や支援を必要とする障害者及びその家族に対し
て、障害者の就労支援及び自立支援並びに障害
者に係る財産管理等に関する事業を行ない、障
害者が地域の中で将来的に安心して暮らせる地
域社会の構築に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月１２日 特定非営利活動法人ぶうしすて
む 川 崎 壽 洋 松山市木屋町３丁目１２－７ 本法人は、障害を持つ人々が、精神的・社会的

に自立して、社会参加・就労できるようになる
ために、コンピュータやその周辺領域の知識や
技術を利用した仕事の開拓・研修・実習・実務
に関する事業を行うとともに、他の障害者支援
団体との交流事業を行うことで障害者の社会へ
の完全参加と自立に役立つことを目的とする。

監 査 公 表

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

循 環 型 社 会 推 進 課 平成２４年８月２８日
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（監査の結果）

収入未済の代執行費用徴収金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額
（円） 備 考

１７年度 ６者 ５７，３９３，１８３ 平成２４年５月３１日現在

（措置の内容）

代執行費用については、責任があると認められる者に対して請求を

行い、資力のある者からの回収に努めてきたところであるが、平成

２５年２月末日現在における収入未済額は５７，３９３，１８３円となっている。

ついては、代執行費用の４分の３の助成を受けている財団法人産業

廃棄物処理事業振興財団と協議するとともに、愛媛県債権管理推進

連絡会議での検討結果を踏まえ、適切な措置を講じていくこととし

ている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

医 療 対 策 課 平成２４年８月１０日

（監査の結果）

看護職員修学資金貸付金償還金について、納期限内の収入確保に努

めるとともに、収入未済金を適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額
（円） 備 考

２２年度及び
２３年度 ２者 ８５８，０００ 平成２４年５月３１日現在

（措置の内容）

看護職員修学資金貸付金償還金について、債務者に経済的余裕がな

いため、平成２２年度要返還分３８４，０００円（債務者Ａの半年賦２回分）

及び２３年度要返還分４７４，０００円（債務者Ａの半年賦２回分及び債務者

Ｂの半年賦１回分）の未収金が生じているものであり、償還指導に

努めているが平成２３年度中には償還されなかった。

債務者Ａについては平成２３年度中の指導で、１回分の納付約束があ

り、平成２３年１１月７日付けで納付の申出書を徴収したものの、履行

されず、その後も継続指導を行っている。平成２４年度には、直接本

人と面談し、現在の状況及び今後の返還方針について確認している

ところであるが、返還方針についていまだ回答が無い状況である。

債務者Ｂについては、電話連絡等により早期の納付を求めているが、

債務者の経済事情から平成２４年度末までは返還不可能な状況である。

今後も納付状況を確認し督促するほか、本人及び保証人の状況を確

認し、早期の納付を働きかけたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 平成２４年８月２８日

（監査の結果）

中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、繊維

工業構造改善資金貸付金償還金、設備近代化資金貸付金償還金及び

施設共同化資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ０ ９５８，９４２，５３０ ９５８，９４２，５３０
平成２４年
５月３１日
現在

２２年度 ０ １，０６３，８４６，０００ １，０６３，８４６，０００

差引増減 ０ △１０４，９０３，４７０ △１０４，９０３，４７０

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ０ ２０６，８６８，９３３ ２０６，８６８，９３３
平成２４年
５月３１日
現在

２２年度 ０ ２０８，２２５，１３０ ２０８，２２５，１３０

差引増減 ０ △１，３５６，１９７ △１，３５６，１９７

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ０ ５，３８０，０００ ５，３８０，０００
平成２４年
５月３１日
現在

２２年度 ０ ３１，７５８，９９８ ３１，７５８，９９８

差引増減 ０ △２６，３７８，９９８ △２６，３７８，９９８

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９
平成２４年
５月３１日
現在

２２年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

（措置の内容）
高度化資金貸付金償還金については、貸付先であるＡ社は、平成２４
年５月３０日に松山地方裁判所今治支部において民事再生手続終結の
決定が確定したことから、連帯保証人からの回収に努めたが、平成
２４年度は回収できず、収入未済額は９５８，９４２，５３０円となっている。引
き続き、財源の一部を借り受けている独立行政法人中小企業基盤整
備機構（以下「中小機構」という。）と協調しながら適切な債権管
理に努めたい。
繊維工業構造改善資金貸付金償還金については、平成２３年度末の収
入未済額は３組合２０６，８６８，９３３円であったが、平成２４年度には５３２，９８４
円を回収した。今後とも貸付主体の中小機構と協調しながら、適切
な債権管理に努めたい。
設備近代化資金貸付金償還金については、平成２３年度末の収入未済
額が１企業５，３８０，０００円であり、平成２４年度は業績不振のため回収で
きなかった。今後とも、関係金融機関と連携して事業再生を支援し
ながら、適切な債権管理に努めたい。
施設共同化資金貸付金償還金については、貸付先の組合は既に解散
しており、平成１５年度以降回収できず、９，３２２，７７９円は残ったままと
なっている。今後とも、貸付主体の中小機構と協調しながら、適切
な債権管理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成２４年６月１３日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成２４年６月１２日

今治地区工業用水道管理事務所 〃

西条地区工業用水道管理事務所 平成２４年６月７日

中 央 病 院 平成２４年６月１３日

今 治 病 院 平成２４年６月１２日

南 宇 和 病 院 平成２４年６月７日

新 居 浜 病 院 〃
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南宇和病院 １２９，９３０ １９，９４０ １４９，８７０

新居浜病院 １９４，５１０ ２３，８４０ ２１８，３５０

計 １，７４２，７２２ １，１５６，２０４ ２，８９８，９２６

� 廃止された三島病院及び北宇和病院に係る個人医業未収金及び医

業外未収金について、早期回収に、引き続き努められたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 個人医業未収金
�

医業外未収金
�

計
�＋�

旧三島病院 ２１，７４２，７８５ ７０，０７０ ２１，８１２，８５５

旧北宇和病院 ６，６５５，９００ ８９７，３７３ ７，５５３，２７３

計 ２８，３９８，６８５ ９６７，４４３ ２９，３６６，１２８

� 県立病院看護職員修学奨励金返納金に係る未収金について、早期

回収に、引き続き努められたい。

調定年度 債務者 収入未済額
（円） 備 考

１３年度及び
１４年度 １者 １２２，０００ 平成２４年３月３１日現在

（措置の内容）

１ 工業用水道事業

� 今治地区工業用水道事業については、主要な施設を共有している

今治市と、上水道事業との連携による経営改善方策について協議を

行うとともに、あらゆる角度から経営改善に積極的に取り組むこと

としている。

西条地区工業用水道事業については、経営基盤の安定化を図るた

め、「西条地区工業用水売水促進班」の活動を通じ、引き続き工業

用水の需要拡大に努めているところである。

附帯事業（土地造成事業）については、職員が東予インダストリ

アルパークの名刺を活用してＰＲ活動を行ったり、問合せのあった

企業に対し、訪問等による営業活動を行ったが、２４年度の分譲実績

はなかった。

しかしながら、現在も複数の企業から問合せが入っている状況で

あり、早期の分譲に向け、今後も粘り強く営業活動を続けて参りた

い。

� 西条地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分平成２３年

度末現在４，９４１，１０５円）の滞納企業２社のうち１社は既に倒産、廃

業し、資産調査結果からも債権回収不能と判断していたが、平成２４

年１０月に時効援用の申立てがあり、不納欠損処理を行った。また、

事業継続中の１社からは「支払計画書」を徴し、業績等を聴取しな

がら計画書に則して分割払いにより回収を続けており、今後も納入

指導を継続し、計画どおりの回収に努めたい。

今治地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分平成２３年

度末現在１，６１３，１７８円）については、料金徴収事務を委託している

今治市と今後の対応について協議を行ったが、具体的な方策を見出

すことができず、未収金の回収には至っていない。

今後とも、工業用水道料金の適期収入に留意するとともに、未収

金の早期回収に努めたい。

（平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２４年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道給
水料金

１，０１７，４１５ ０ １，０１７，４１５ ４，９４１，１０５

今治地区工
業用水道給
水料金

１，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８ １，６１３，１７８

計 ２，６３０，５９３ ０ ２，６３０，５９３ ６，５５４，２８３

� 西条地区工業用水道事業の超過料金（納期到来分平成２３年度末現

在２２４，０６４円）及び壬生川幹線工事負担金（納期到来分平成２３年度

末現在１，３８８，８５２円）については、滞納企業は既に倒産、廃業し、

資産調査結果からも債権回収不能と判断していたが、平成２４年１０月

に時効援用の申立てがあり、全額不納欠損処理を行った。

（監査の結果）

１ 工業用水道事業

� 今治地区工業用水道事業については、給水能力に見合う契約給水

量の確保により経営成績自体は安定しているが、実績給水率（契約

給水量に対する実給水量の比率）は前年度以降上昇傾向にはあるも

のの、依然として低調であることから、給水契約の維持や新規需要

の開拓など、事業の安定を持続させるための取組が望まれる。

西条地区工業用水道事業については、前年を上回る純利益を計上

したものの、長期借入金と企業債を合わせると２３１億円の借入残高

があるなど、依然として厳しい財政状態にあることから、引き続き

企業立地の促進等による新規需要の開拓等に努力を払われたい。

附帯事業（土地造成事業）については、当年度は県外企業１社に

約１，０００㎡を売却したが、依然として未処分地約１２万㎡を有してお

り、今後とも早期売却等に努められたい。

� 営業未収金（納期到来分）について、早期回収に、引き続き努め

られたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 ４，９４１，１０５ ０ ４，９４１，１０５

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，５５４，２８３ ０ ６，５５４，２８３

� 営業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、引き続き努

められたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
超過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道
壬生川幹線工事負担
金

１，３８８，８５２ ０ １，３８８，８５２

計 １，６１２，９１６ ０ １，６１２，９１６

２ 病院事業

� 経営成績について、当年度の純利益は、前年度を２億６，２９０万円

上回る１５億２，８１２万円を計上しており、三島病院の譲渡や、新居浜

病院及び中央病院の７対１看護体制整備など、第３次財政健全化計

画に基づく各種施策に取り組んだ成果が見られるところである。

しかしながら、累積欠損金はなお２０３億円にのぼり、一般会計等

からの長期借入金１０５億円及び企業債の借入残高２２３億円と合わせ依

然として厳しい財政状態が続いており、引き続き経営健全化に取り

組まれたい。

� 個人医業未収金（納期到来分）について、早期回収に、一層努め

られたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ２９１，２２３，７１４ ５７，０１５，３５７ ３４８，２３９，０７１

今治病院 ５６，５８５，７８４ １５，０８２，６３１ ７１，６６８，４１５

南宇和病院 ３６，６１４，３４８ ６，９１３，２０８ ４３，５２７，５５６

新居浜病院 ４５，５６２，０２０ １２，８６３，２７２ ５８，４２５，２９２

計 ４２９，９８５，８６６ ９１，８７４，４６８ ５２１，８６０，３３４

� 医業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、引き続き努

められたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 １，２７９，３６２ １，０６７，６９４ ２，３４７，０５６

今治病院 １３８，９２０ ４４，７３０ １８３，６５０
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（平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２４年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道超
過料金

０ ０ ０ ２２４，０６４

西条地区工
業用水道壬
生川幹線工
事負担金

０ ０ ０ １，３８８，８５２

計 ０ ０ ０ １，６１２，９１６

２ 病院事業

� 第３次県立病院財政健全化計画（平成２１～２５年度）の①経営基盤

の強化、②高度で良質な医療の提供、③人材の育成・確保、④患者

サービスの向上の４つの基本目標に向かって、引き続き病院職員と

本局職員が一体となって経営健全化に取り組んでいきたい。

� 平成２４年度は、「愛媛県病院事業未収金取扱要領」に基づき、病

院の各部門が連携して、未収金の発生防止・早期督促に注力したほ

か、弁護士法人への早期の回収委託などにより効率的に督促を行い、

回収に努めた。

また、時効が到来し、実質的に回収不能となった債権について、

平成２５年２月議会において権利放棄の議決を受け、不納欠損処理を

行った。

今後は、少額、多数の債権が発生する現状や生活困窮者が多いこ

とを踏まえ、採算性に見合った効率的な回収対策を実施していく方

針であるが、一方で、支払能力がありながら支払又は支払計画の提

示がない悪質な未納者に対しては、法的措置も視野に入れた対応を

進めるなど、効率的かつ効果的な回収対策を実施し、早期回収に一

層努めたい。

（平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２４年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 ２９８，９５２，９５０ ５７，３１５，６０３ ３５６，２６８，５５３ ３４８，２３９，０７１

今治病院 ５４，０５９，８９１ １７，５６０，２６２ ７１，６２０，１５３ ７１，６６８，４１５

南宇和病院 ３６，４６１，３０８ ４，５８４，９００ ４１，０４６，２０８ ４３，５２７，５５６

新居浜病院 ４９，１７９，８５６ １１，９３８，９２８ ６１，１１８，７８４ ５８，４２５，２９２

計 ４３８，６５４，００５ ９１，３９９，６９３ ５３０，０５３，６９８ ５２１，８６０，３３４

� 医業外未収金についても、個人医業未収金と同様に、効率的かつ

効果的な回収対策の強化を図っているところであり、今後とも、未

収金の発生防止と早期回収に一層努力したい。

（平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２４年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 １，２５７，４６２ ２，１３８，７１０ ３，３９６，１７２ ２，３４７，０５６

今治病院 １３６，５４０ ７６，９３０ ２１３，４７０ １８３，６５０

南宇和病院 １１４，５７０ ８，６７０ １２３，２４０ １４９，８７０

新居浜病院 ２０５，２９０ １２２，１５７ ３２７，４４７ ２１８，３５０

計 １，７１３，８６２ ２，３４６，４６７ ４，０６０，３２９ ２，８９８，９２６

� 三島病院については、引き続き未払者に対する電話催告及び所在

不明者に対する住所調査等に取り組み、さらなる未収金の削減に努

める。

北宇和病院については、支払がない債務者について電話及び文書

による催告を行うなど早期回収に努めた結果、平成２４年度中に債務

者１５名のうち１名が完納した。今後も、引き続き未収金削減に努力

したい。

旧三島病院 （平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 平成２４年３月３１日
現在の未収金

個人医業未収金 ２１，６６２，６９５ ２１，７４２，７８５

医業外未収金 ６９，５３０ ７０，０７０

計 ２１，７３２，２２５ ２１，８１２，８５５

旧北宇和病院 （平成２５年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 平成２４年３月３１日
現在の未収金

個人医業未収金 ６，３７２，４２０ ６，６５５，９００

医業外未収金 ８９７，３７３ ８９７，３７３

計 ７，２６９，７９３ ７，５５３，２７３

� 県立病院看護職員修学奨励金の返納金に係る未収金については、

分割返納されていたが、平成２４年９月末で完済された。

（平成２５年３月３１日現在 単位：円）

調定年度 未収金 平成２４年３月３１日
現在の未収金

１３年度及び１４年度 ０ １２２，０００

平成２５年６月２５日 発行
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